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は
じ
め
に

　
今
日
、
世
界
の
先
進
諸
国
に
お
い
て
は
、
増
え
続
け
る
移
民
の

問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
様
々
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
、
伝
統
的
な
「
移
民
国
家
」
と
い
わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
も
例
外
で

は
な
く
、
特
に
非
合
法
移
民
の
問
題
は
深
刻
で
あ
る
。
例
え
ぱ
、

非
合
法
移
民
が
多
数
存
在
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
州
で
は
、
一
九
九
四
年
に
、
非
合
法
移
民
の
子
ど
も
を
公
立
学

校
か
ら
排
除
し
、
さ
ら
に
非
合
法
移
民
に
対
す
る
福
祉
・
医
療
サ

ー
ビ
ス
を
廃
止
す
る
こ
と
な
ど
を
定
め
た
「
提
案
一
八
七
（
雪
O
－

O
O
ω
葦
昌
－
O
。
↓
）
」
と
呼
ぱ
れ
る
住
民
投
票
案
が
提
出
さ
れ
、
同

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

年
一
一
月
に
成
立
し
た
。
非
合
法
移
民
の
子
ど
も
に
対
す
る
公
教

育
に
関
し
て
は
、
一
九
八
二
年
に
、
こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
テ
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

サ
ス
州
法
を
違
憲
と
す
る
判
決
が
出
さ
れ
て
お
り
、
実
際
、
一
九

九
五
年
一
一
月
に
、
連
邦
地
方
裁
判
所
は
「
提
案
一
八
七
」
を
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

憲
と
す
る
判
決
を
下
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
提
案
」
に
象

徴
さ
れ
る
よ
う
な
非
合
法
移
民
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
国
民
の
苛
立

ち
は
根
強
く
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
と
同
じ
よ
う
に
非
合
法
移
民

の
増
加
に
悩
む
テ
キ
サ
ス
州
や
ア
リ
ゾ
ナ
州
で
も
同
様
の
住
民
提

案
運
動
が
活
発
化
し
て
い
る
。
さ
ら
に
連
邦
レ
ベ
ル
で
も
、
一
九

九
六
年
三
月
、
「
提
案
一
八
七
」
と
同
じ
く
、
非
合
法
移
民
の
子

ど
も
に
対
す
る
公
教
育
の
拒
否
な
ど
を
定
め
た
移
民
法
改
正
案
が

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

議
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
、
今
日
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
移
民
問
題
の
原

因
や
背
景
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
ア
メ
リ

カ
が
移
民
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
て
き
た
の
か
、
す
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な
わ
ち
移
民
政
策
の
推
移
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

従
っ
て
本
稿
で
は
、
建
国
当
時
か
ら
現
在
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
に
お

け
る
移
民
政
策
の
変
遷
を
追
い
、
そ
の
背
景
に
あ
る
政
治
的
・
社

会
的
・
経
済
的
要
因
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
に

お
け
る
移
民
問
題
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
今
後
の
移
民
政
策
を

考
察
し
て
い
く
た
め
の
端
緒
と
し
た
い
と
恩
う
。

　
　
　
一
　
「
門
戸
開
放
」
の
時
代
：
独
立
壬
一
八
八
二
年

　
独
立
か
ら
一
九
世
紀
ま
で
の
間
は
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
か
ら
独
立

し
た
ア
メ
リ
カ
は
「
専
制
主
義
の
本
拠
地
」
た
る
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

は
異
な
る
「
自
由
の
地
」
で
あ
り
、
自
由
を
求
め
る
す
べ
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

人
々
を
受
げ
人
れ
る
義
務
が
あ
る
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
理
想
と
、

広
大
な
土
地
を
開
墾
し
た
り
、
炭
坑
や
工
場
の
人
手
を
ま
か
な
う

た
め
に
多
く
の
労
働
力
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
、
当
時
の
社
会

的
・
経
済
的
現
実
が
う
ま
く
合
致
し
て
い
た
た
め
、
移
民
は
一
般

的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
当
時
の
移
民
が
主
に
北

西
ヨ
ー
ロ
ソ
パ
か
ら
の
人
々
で
あ
っ
た
た
め
、
人
種
や
文
化
の
ギ

ャ
ッ
プ
を
そ
れ
ほ
ど
感
じ
る
こ
と
が
な
く
、
移
民
は
す
ぐ
に
ア
メ

リ
カ
社
会
に
同
化
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
安
心
感
が
あ
っ
た
こ
と

や
、
国
際
社
会
か
ら
孤
立
し
て
い
た
当
時
の
ア
メ
リ
カ
が
国
民
的

団
結
を
必
要
と
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
、
連
邦
政
府
も
一
八
七
五
年
に
移
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

規
制
に
関
す
る
包
括
的
な
規
定
を
定
め
る
ま
で
、
移
民
に
関
し
て

は
ほ
と
ん
ど
何
も
行
ウ
て
い
な
か
っ
た
。
一
七
九
〇
年
に
初
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

連
邦
レ
ベ
ル
の
帰
化
法
が
制
定
さ
れ
、
一
八
○
八
年
に
奴
隷
貿
易

　
　
　
　
　
　
（
9
）

が
禁
止
さ
れ
た
他
は
、
一
八
六
四
年
に
南
北
戦
争
に
よ
っ
て
発
生

し
た
需
要
を
ま
か
な
う
た
め
の
労
働
力
と
し
て
移
民
を
奨
励
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

法
律
が
制
定
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
一
方
、
州
は
、
移
民
に
関

し
て
独
自
の
政
策
を
行
っ
て
い
た
。
一
九
世
紀
中
頃
の
西
部
お
よ

び
南
都
で
は
、
開
拓
の
た
め
の
移
民
獲
得
競
争
が
激
化
し
て
お
り
、

多
く
の
州
が
移
民
を
誘
致
す
る
た
め
の
機
関
を
設
立
し
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
、
北
東
部
の
州
は
移
民
を
規
制
し
よ
う
と
し
た
が
、

そ
の
目
的
は
単
に
受
け
入
れ
手
続
の
整
備
だ
け
で
あ
り
、
一
時
的

な
困
窮
状
態
に
あ
る
移
民
を
援
助
す
る
一
方
で
、
永
久
に
貧
困
が

改
善
さ
れ
そ
う
に
も
な
い
移
民
の
人
国
を
禁
止
し
て
い
た
だ
け
で

　
　
（
u
）

あ
っ
た
。

　
移
民
規
制
に
関
す
る
州
と
連
邦
政
府
の
権
限
関
係
に
つ
い
て
、

移
民
に
関
す
る
権
限
は
連
邦
政
府
が
排
他
的
に
有
す
る
と
す
る
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
）

邦
曇
目
同
裁
判
所
判
決
が
一
八
七
五
年
に
出
さ
れ
る
と
、
連
邦
議
会

は
こ
の
判
決
を
受
け
て
、
一
八
八
二
年
に
連
邦
政
府
に
よ
る
一
律
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課
税
と
そ
れ
を
基
金
と
す
る
移
民
保
護
を
定
め
た
法
律
を
制
定

（
m
）

し
た
。
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
、
移
民
に
関
す
る
権
限
は
財
務
省
に

付
与
さ
れ
た
が
、
実
際
の
移
民
調
査
は
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た

州
の
機
関
に
委
ね
ら
れ
た
。
当
時
入
国
が
禁
じ
ら
れ
た
の
は
、
犯

罪
者
、
精
神
病
者
、
「
公
的
負
担
（
り
ζ
；
o
g
胃
o
q
①
）
に
な
り
そ

う
な
者
」
で
あ
っ
た
。

二

人
種
差
別
的
な
移
民
制
限
の
時
代
：

一
八
八
二
∫
一
九
六
五
年

　
ー
　
ア
ジ
ア
系
移
民
の
排
斥

　
中
国
で
米
の
不
作
や
太
平
天
国
の
乱
が
発
生
す
る
一
方
、
ア
メ

リ
カ
で
ゴ
ー
ル
ド
ニ
フ
ッ
シ
ュ
が
始
ま
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
一

八
四
〇
年
代
後
半
か
ら
中
国
人
移
民
の
数
が
増
加
し
始
め
、
彼
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

は
当
初
、
安
価
な
労
働
力
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
し
。
か
し
、

一
八
五
〇
年
代
初
頭
か
ら
、
賃
金
の
安
い
中
国
人
労
働
者
に
対
す

る
白
人
労
働
者
の
不
満
が
高
ま
り
始
め
た
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

や
オ
レ
ゴ
ン
州
で
は
中
国
人
炭
鉱
夫
に
対
し
て
新
た
に
税
金
を
課

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

す
法
律
が
制
定
さ
れ
た
他
、
大
陸
横
断
鉄
道
会
社
が
多
く
の
中
国

人
を
雇
い
入
れ
た
た
め
に
、
白
人
労
働
者
の
不
滴
が
一
挙
に
高
ま

り
、
一
般
大
衆
の
デ
モ
や
中
国
人
に
対
す
る
攻
撃
が
頻
繁
に
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
中
国
人
排
斥
運
動
に
は
単
に
経
済
的
な
訴

え
以
上
の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系

移
民
な
ら
ぱ
、
自
由
を
求
め
る
す
べ
て
の
人
間
を
受
け
入
れ
て
社

会
に
同
化
さ
せ
て
い
く
と
い
う
ア
メ
リ
カ
人
の
理
想
を
脅
か
す
こ

と
は
な
い
が
、
中
国
人
の
肌
の
色
は
、
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
、

そ
の
理
想
に
対
す
る
挑
戦
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
中
国
系
移

民
の
多
い
西
海
岸
の
人
々
は
、
そ
の
文
化
の
相
違
ゆ
え
に
彼
ら
が

同
化
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
得
な
い
と
考
え
、
白
人
文
化
を
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

る
と
い
う
大
義
名
分
に
基
づ
い
て
中
国
人
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
。

　
こ
う
し
た
中
国
人
移
民
排
斥
感
情
を
受
け
て
、
一
八
七
五
年
に

は
、
中
国
か
ら
の
移
住
労
働
者
の
提
供
を
定
め
た
条
約
が
あ
る
に

　
　
　
　
（
H
）

も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
人
の
契
約
労
働
者
の
移
住
を
禁
止
す
る
法

　
　
　
　
　
（
㎎
）

律
が
制
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
一
八
八
二
年
に
は
中
国
人
排
斥
法
が

制
定
さ
れ
、
そ
の
後
一
〇
年
間
中
国
人
労
働
者
の
入
国
が
「
留

　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
）

保
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
一
八
八
八
年
に
は
い
っ
た
ん
ア
メ
リ

カ
国
外
へ
出
た
中
国
人
住
民
の
帰
国
を
禁
止
す
る
法
律
が
制
定
さ

（
2
0
）

れ
た
。
こ
の
法
律
に
基
づ
い
て
入
国
を
拒
否
さ
れ
た
中
国
人
が
こ

の
法
律
の
合
憲
性
を
争
っ
た
が
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
外
国
人

の
出
入
国
に
関
す
る
権
限
は
主
権
の
一
部
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
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（
別
）

訴
え
を
退
け
た
。

　
中
国
人
排
斥
運
動
が
激
し
く
な
る
と
、
農
業
労
働
者
を
必
要
と

し
て
い
た
ハ
ワ
イ
や
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
は
、
中
国
人
の
代
わ
り
に

日
本
人
労
働
者
の
移
住
を
奨
励
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
多
く

の
日
本
人
が
ア
メ
リ
カ
に
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
初
期
の
中
国
人

移
民
の
よ
う
に
、
日
本
人
労
働
者
も
当
初
は
好
意
的
に
迎
え
ら
れ

た
。
し
か
も
、
ほ
と
ん
ど
が
ハ
ワ
イ
で
の
仕
事
に
従
事
し
、
ア
メ

リ
カ
本
土
に
来
る
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
の
で
、
彼
ら
を
排

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
）

除
し
よ
う
と
い
う
運
動
は
ほ
と
ん
ど
起
こ
ら
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
一
八
九
八
年
に
ハ
ワ
イ
が
併
合
さ
れ
、
二
〇
世
紀
に

入
っ
て
日
本
人
労
働
者
が
ア
メ
リ
カ
西
海
岸
に
も
移
住
し
て
く
る

よ
う
に
な
る
と
、
彼
ら
に
対
す
る
反
発
が
次
第
に
高
ま
っ
て
い
っ

た
。
日
本
人
の
農
業
労
働
者
は
中
国
人
よ
り
も
経
済
的
に
も
余
裕

が
あ
り
、
そ
の
多
く
は
い
ず
れ
独
立
し
て
農
場
を
経
営
す
る
つ
も

り
で
い
た
。
こ
の
よ
う
な
日
本
人
に
対
し
て
白
人
労
働
者
は
強
く

反
発
し
、
一
八
九
〇
年
代
に
な
る
と
日
本
人
排
斥
運
動
が
激
し
く

な
り
、
今
度
は
日
本
人
排
斥
が
主
要
な
政
治
課
題
と
な
っ
た
。
特

に
一
九
〇
六
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
地
震
を
契
機
に
反
日
本

人
運
動
は
暴
動
に
ま
で
発
展
し
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
は
日
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴉
）

人
生
徒
を
白
人
と
別
の
学
校
に
入
ら
せ
る
規
則
が
制
定
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
崩
壊
寸
前
だ
っ
た
中
国
と
違
っ
て
、
一
九
〇
五
年
に

ロ
シ
ア
と
の
戦
争
に
勝
っ
た
日
本
は
、
ア
メ
リ
カ
に
と
づ
て
今
や

恐
る
ぺ
き
国
際
社
会
の
ラ
イ
バ
ル
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、

あ
る
意
味
で
は
反
日
本
人
運
動
を
増
幅
さ
せ
た
が
、
ま
た
別
の
意

味
で
は
そ
れ
を
制
限
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
は
、
大

国
と
な
っ
た
日
本
市
場
を
確
保
し
て
お
く
た
め
に
も
、
中
国
の
場

合
の
よ
う
に
一
方
的
に
日
本
人
労
働
者
を
制
限
す
る
よ
う
な
法
律

を
制
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
う
た
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
（
↓
訂
・

o
o
o
冨
宛
o
o
ω
婁
①
5
大
統
領
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
日
本

人
生
徒
を
分
離
す
る
学
校
規
則
を
廃
止
さ
せ
る
代
わ
り
に
、
一
九

〇
七
年
と
一
九
〇
八
年
に
非
公
式
の
紳
士
協
定
を
日
本
と
締
結
し
、

ア
メ
リ
カ
に
行
く
労
働
者
に
こ
れ
以
上
パ
ス
ポ
ー
ト
を
認
め
な
い

こ
と
を
日
本
政
府
に
約
束
さ
せ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
日
本
人
労

働
者
の
移
住
の
可
能
性
は
実
質
的
に
な
く
な
づ
た
。
し
か
し
、
こ

の
協
定
は
ア
メ
リ
カ
に
夫
や
父
親
が
住
ん
で
い
る
日
本
人
の
妻
や

子
ど
も
の
移
住
を
認
め
て
い
た
た
め
、
日
本
人
は
、
中
国
人
と
違

っ
て
、
ア
メ
リ
カ
で
結
婚
し
た
り
、
家
族
を
設
け
る
こ
と
が
で

（
2
4
）

き
た
。2

　
南
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
移
民
の
排
斥
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ア
メ
リ
カ
で
は
、
南
北
戦
争
前
か
ら
次
第
に
工
業
化
が
始
ま
り
、

戦
中
戦
後
に
急
速
に
発
展
し
た
。
こ
の
た
め
農
業
以
外
の
労
働
者

の
需
要
が
急
激
に
高
ま
っ
た
。
一
八
九
〇
年
代
に
は
、
新
し
い
機

械
技
術
の
発
達
に
よ
っ
て
、
鉱
業
・
建
設
業
・
輸
送
業
だ
け
で
な

く
、
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た
都
市
部
の
工
場
も
非
熟
練
労
働
者
を
必

要
と
し
て
い
た
。
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
急

増
し
た
南
東
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
か
ら
の
「
新
移
民
（
冨
考
巨
邑
O
q
冨
－

ぎ
箏
）
」
は
、
こ
う
し
た
国
内
の
労
働
市
場
の
二
ー
ズ
に
合
致
し

て
い
た
。
こ
う
し
て
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
に
、
そ
れ
ま
で
の
北
西

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
移
民
に
代
わ
っ
て
、
南
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら

の
移
民
が
急
増
し
、
彼
ら
は
工
業
労
働
者
階
級
の
多
数
派
を
形
成

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
一
八
八
三
年
か
ら
一
八
八
六
年
の
深
刻
な
不
況
に
よ

っ
て
、
ア
メ
リ
カ
人
の
一
般
労
働
者
の
生
活
が
脅
か
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
と
、
彼
ら
は
そ
の
原
因
を
、
そ
の
風
貌
が
特
徴
的
で
、
社

会
的
・
経
済
的
に
遅
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
「
新
移
民
」
に
求

め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
労
働
者
組
織
は
外
国
人
労
働
者
を
排
除
す

べ
く
ロ
ピ
ー
活
動
を
行
い
、
一
八
八
五
年
に
連
邦
議
会
に
「
反
外

国
人
労
働
契
約
法
（
＞
葦
、
＞
＝
彗
O
O
鼻
轟
9
－
與
σ
9
＞
9
）
」

を
制
定
さ
せ
、
雇
用
者
が
労
働
の
代
償
と
し
て
移
民
に
給
料
を
先
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蛎
）

払
い
し
て
ア
メ
リ
カ
に
連
れ
て
く
る
こ
と
を
禁
止
し
た
。
ま
た
、

一
八
八
六
年
に
シ
カ
ゴ
の
警
察
の
目
の
前
で
ド
イ
ツ
人
無
政
府
主

義
者
の
会
合
が
爆
破
事
件
を
起
こ
し
た
こ
と
も
あ
う
て
、
反
移
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

感
情
は
一
般
世
論
に
も
広
ま
っ
た
。
彼
ら
に
対
す
る
攻
撃
は
、
主

に
経
済
的
理
由
と
人
種
的
脅
威
を
根
拠
と
し
て
行
わ
れ
た
。
ま
ず

経
済
的
に
は
、
低
賃
金
や
劣
悪
な
労
働
条
件
の
下
で
も
働
く
「
新

移
民
」
の
存
在
は
、
賃
金
や
労
働
条
件
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
意

欲
を
そ
ぐ
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
た
。
次
に
、
人
種

的
脅
威
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
根
拠
と
す
る
の
は
当
初

は
困
難
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ア
メ
リ
カ
人
の
人
種
差
別
は
原
則

と
し
て
有
色
人
種
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
、
中
国
人
移

民
の
場
合
と
巽
な
り
、
白
人
の
優
位
性
と
い
う
考
え
方
を
そ
の
ま

ま
「
新
移
民
」
に
向
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
加
し
、
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
優
生
学
や
ヨ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〃
）

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
人
種
の
分
類
な
ど
を
根
拠
と
し
て
、
南
東
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
は
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
よ
り
も
劣
っ
た
人
種
で
あ
る
と

い
う
主
張
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
移
民
排
斥
運
動
の
強
力
な

武
器
と
な
っ
た
。

　
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
第
一
次
大
戦
ま
で
の
問
に
、
移
民
の
数
は

さ
ら
に
増
加
し
、
一
九
〇
七
年
に
は
最
大
二
二
〇
万
人
に
も
上

53



一橋論叢 第119巻第1号 平成10年（1998年）1月号　（54）

（
㎜
）

う
た
。
そ
の
多
く
は
南
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
移
民
で
あ
り
、
経
済
が

発
展
し
て
い
た
北
西
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
か
ら
の
移
民
は
ま
す
ま
す
減
少

し
た
。
ロ
シ
ア
の
小
作
人
や
ギ
リ
シ
ャ
人
、
シ
リ
ア
人
、
ア
ル
メ

ニ
ア
人
も
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
増
え
始
め
た
。
し
か
し
、
反
移
民

感
情
の
高
ま
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
移
民
制
限
立
法
の
動
き
は
、

「
新
移
民
」
の
政
治
的
影
響
力
如
強
ま
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
あ
ま

り
進
ま
な
か
っ
た
。
移
民
制
限
を
定
め
た
法
案
が
で
て
く
る
と
、

移
民
は
連
邦
議
会
に
圧
力
を
か
け
、
こ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
。

特
に
ユ
ダ
ヤ
人
が
こ
う
し
た
運
動
を
リ
i
ド
す
る
よ
う
に
な
り
、

た
と
え
ぱ
彼
ら
が
主
催
す
る
「
全
国
自
由
移
民
同
盟
（
2
警
昌
・

竺
＝
げ
①
冨
二
∋
ま
O
目
S
は
昌
－
8
0
q
亮
）
」
は
一
九
〇
六
年
お
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

ぴ
そ
の
後
の
読
み
書
き
テ
ス
ト
法
案
を
廃
案
に
追
い
込
ん
だ
。

　
第
一
次
大
戦
以
前
は
、
ア
メ
リ
カ
は
ま
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
孤

立
し
て
安
全
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
移
民
排
斥
運
動

は
国
際
的
な
要
因
と
は
無
関
係
に
進
め
ら
れ
て
い
た
。
一
九
一
一

年
か
ら
一
九
一
七
年
の
聞
、
読
み
書
き
テ
ス
ト
を
含
む
一
般
的
な

移
民
制
限
法
案
は
、
連
邦
議
会
に
い
つ
も
提
出
さ
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
南
部
や
西
部
の
激
し
い
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら

の
法
案
は
ア
メ
リ
カ
が
戦
争
に
加
わ
る
ま
で
立
法
化
さ
れ
な
か
っ

た
。
戦
争
に
突
入
す
る
と
、
大
多
数
の
賛
成
に
よ
っ
て
法
案
は
通

過
し
た
が
、
大
統
領
の
拒
否
権
に
よ
っ
て
、
い
ず
れ
も
立
法
化
さ

　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
一
九
一
七
年
、
つ
い
に
移
民
を
制
限
す
る
た
め
の
法

　
　
　
　
　
（
3
1
）

律
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
で
は
、
ま
ず
第
一
に
、
読
み
書
き

テ
ス
ト
が
採
用
さ
れ
た
。
移
民
が
戦
争
後
復
活
し
た
と
き
、
す
で

に
多
く
の
南
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
読
み
書
き
を
学
ん
で
い
た
の
で
、

こ
の
テ
ス
ト
は
移
民
の
数
を
減
ら
す
の
に
ほ
と
ん
ど
役
に
立
た
な

い
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
テ

ス
ト
は
重
要
な
象
徴
的
意
義
を
有
し
て
い
た
の
で
採
用
さ
れ
た
。

第
二
に
、
ア
ジ
ア
人
を
排
除
す
る
た
め
に
「
ア
ジ
ア
禁
止
地
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珊
）

（
芸
－
き
0
9
冒
＆
S
篶
）
」
が
指
定
さ
れ
た
。
第
三
に
、
政
治

的
急
進
主
義
者
が
排
除
さ
れ
た
。
以
前
か
ら
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
な
ど

に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
人
の
不
信
は
根
強
く
、
こ
の
よ
う
な
人
々
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
冊
）

は
帰
化
も
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
一
九
一
七
年
法
の
こ
う
し
た
特
色
は
、
戦
前
か
ら
の
反
移
民
感

情
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
が
、
第
一
次
大
戦
に
よ
っ
て
、
大

統
領
の
拒
否
権
を
無
視
し
て
で
も
こ
れ
を
立
法
化
す
る
だ
け
の
多

大
な
支
持
が
世
論
の
間
に
生
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
世

界
大
戦
に
よ
っ
て
一
九
一
四
年
に
は
当
然
と
思
わ
れ
て
い
た
ア
メ

リ
カ
の
孤
立
主
義
が
消
滅
し
、
も
は
や
ア
メ
リ
カ
人
が
ど
の
よ
う
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な
国
際
的
危
機
か
ら
も
自
由
で
あ
る
と
感
じ
る
こ
と
は
で
き
な
く

な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
人
は
突
然
、
何
百
万
と
い
う
同

化
し
て
い
な
い
人
々
が
自
分
達
の
間
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を

認
識
し
、
彼
ら
が
潜
在
的
な
敵
国
人
で
あ
る
こ
と
を
恐
れ
始
め
た
。

戦
時
中
の
主
な
被
害
者
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
系
移
民
は
戦
後
す
ぐ
に

そ
の
地
位
を
回
復
し
た
が
、
こ
う
し
た
風
潮
は
も
は
や
一
過
性
の

現
象
で
は
な
く
な
り
、
こ
の
よ
う
な
ヒ
ス
テ
リ
ー
は
今
度
は
別
の

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
歴
史
学
者
の
ハ

イ
ア
ム
は
こ
の
現
象
を
「
ア
メ
リ
カ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
構
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
拠
）

的
変
化
に
由
来
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
当

時
「
一
〇
〇
％
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
（
；
o
。
肩
『
■
8
巨
＞
昌
①
ユ
s
目
．

〆
昌
）
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
こ
の
新
し
い
風
潮
は
今
ま
で
に

な
い
ほ
ど
国
民
的
団
結
を
要
求
し
、
以
前
の
よ
う
な
緩
や
か
な
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肪
）

化
は
も
は
や
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
3
　
出
身
国
別
割
当
制
度
と
メ
キ
シ
コ
系
移
民
に
対
す
る
免
除

　
二
〇
世
紀
初
頭
、
ア
メ
リ
カ
国
内
の
経
済
は
急
速
に
拡
大
し
、

資
本
集
約
型
の
大
量
生
産
方
式
が
導
入
さ
れ
、
労
働
者
に
対
す
る

需
要
は
減
少
し
た
。
ま
た
第
一
次
大
戦
中
に
減
少
し
て
い
た
移
民

の
数
が
戦
後
再
ぴ
増
加
し
始
め
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
ア

メ
リ
カ
に
同
化
し
に
く
い
と
思
わ
れ
る
南
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の

「
新
移
民
」
を
排
除
し
、
北
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
移
民
を
優
遇

す
る
た
め
に
、
一
九
二
一
年
、
移
民
の
数
を
制
限
す
る
法
律
が
制

　
　
（
的
）

定
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
は
、
一
九
一
〇
年
の
国
勢
調
査
に
基
づ
い

て
、
当
時
国
内
に
居
住
し
て
い
た
外
国
人
の
出
身
国
を
分
類
し
て

国
別
に
移
民
の
割
当
数
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
う
た
。
し
か
し
こ

の
法
律
で
は
あ
ま
り
効
果
が
上
が
ら
な
か
っ
た
た
め
、
一
九
二
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肝
）

年
に
新
た
に
移
民
法
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
は
、
ま
だ
「
新

移
民
」
が
少
な
か
っ
た
一
八
九
〇
年
の
国
勢
調
査
を
基
準
に
、
当

時
の
外
国
生
ま
れ
の
人
口
を
出
身
国
別
に
分
類
し
、
国
別
に
移
民

の
割
当
数
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
、

一
九
二
一
年
に
は
九
万
八
○
○
O
人
だ
っ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
移
民
は

一
九
三
〇
年
に
は
九
〇
〇
〇
人
に
、
同
じ
く
イ
タ
リ
ア
人
は
二
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鎚
）

万
二
〇
〇
〇
人
か
ら
二
万
二
〇
〇
〇
人
に
減
少
し
た
。
ま
た
、
こ

の
法
律
は
、
帰
化
で
き
な
い
外
国
人
の
入
国
を
禁
じ
て
い
た
た
め
、

事
実
上
ア
ジ
ア
系
移
民
に
対
し
て
も
、
そ
の
門
戸
が
閉
ざ
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
o

　
南
東
目
ー
ロ
ッ
バ
か
ら
の
移
民
が
減
少
す
る
と
、
今
度
は
安
価

な
労
働
力
と
し
て
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
、
特
に
メ
キ
シ
コ
人
労
働

者
が
重
宝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
南
西
部
の
農
家
は
収
穫
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時
に
大
量
の
労
働
力
を
必
要
と
し
た
た
め
、
メ
キ
シ
コ
系
移
民
に

対
し
て
は
一
九
一
七
年
に
始
ま
づ
た
読
み
書
き
テ
ス
ト
や
、
人
頭

税
、
労
働
契
約
条
項
な
ど
が
免
除
さ
れ
た
。
ま
た
一
九
二
一
年
や

一
九
二
四
年
に
割
当
制
限
が
実
施
さ
れ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
移
民
が
減

少
し
た
時
も
、
メ
キ
シ
コ
人
と
そ
の
他
の
西
半
球
か
ら
の
移
民
は

割
当
制
限
の
例
外
と
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
一
五
年
か
ら
一

九
二
〇
年
の
間
に
メ
キ
シ
コ
か
ら
の
移
民
は
年
問
約
一
万
人
か
ら

五
万
人
に
増
加
し
、
一
九
二
〇
年
代
の
間
に
は
約
五
〇
万
人
の
メ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ヨ
9
）

キ
シ
コ
人
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
や
っ
て
来
た
。

　
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
こ
の
よ
う
な
”
裏
口
”
か
ら
の
移
民
の
流

れ
を
法
律
を
改
正
す
る
こ
と
な
く
、
目
由
に
規
制
す
る
こ
と
が
で

ぎ
た
。
例
え
ば
、
一
九
三
〇
年
代
の
不
況
の
際
に
は
、
一
八
八
二

年
法
の
「
公
的
負
担
」
条
項
や
一
八
八
五
年
の
労
働
契
約
の
禁
止

と
い
っ
た
昔
・
か
ら
あ
る
規
制
を
厳
格
に
解
釈
す
る
だ
け
で
何
千
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ω
）

も
の
メ
キ
シ
コ
人
を
国
外
追
放
し
た
。
他
方
、
第
二
次
大
戦
後
、

ア
メ
リ
カ
経
済
が
再
ぴ
好
況
に
な
る
と
、
今
度
は
南
西
部
の
農
業

地
域
で
の
労
働
契
約
を
定
め
た
「
ブ
ラ
セ
ロ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

（
零
彗
9
0
肩
O
胴
冨
ヨ
）
」
に
よ
っ
て
、
再
び
大
量
の
メ
キ
シ
コ
人

労
働
者
を
導
入
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
ブ
ラ
セ
ロ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

は
、
メ
キ
シ
コ
人
労
働
力
の
柔
軟
性
・
一
時
性
を
制
度
化
し
た
だ

け
で
な
く
、
現
在
問
題
と
な
っ
て
い
る
非
合
法
移
民
の
増
加
の
原

因
と
も
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
実
施
さ
れ
て

い
る
間
、
正
規
の
労
働
者
だ
け
で
な
く
、
非
合
法
入
国
者
ま
で
も

事
実
上
入
国
が
黙
認
さ
れ
、
労
働
者
と
し
て
雇
用
者
に
引
き
渡
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
仙
）

れ
る
と
い
う
憤
行
が
行
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

半
ば
公
然
化
し
た
非
合
法
移
民
の
奨
励
に
加
え
て
、
移
民
帰
化
局

（
－
ヨ
ー
自
｝
①
q
『
印
一
」
◎
目
｝
自
旦
z
印
一
仁
『
団
＝
N
印
ご
o
自
ω
①
『
く
ざ
①
一
－
z
ω
）
の

地
域
監
督
官
も
非
合
法
労
働
者
を
事
実
上
無
視
し
て
い
た
。
連
邦

議
会
も
増
え
続
け
る
非
合
法
移
民
に
は
無
関
心
で
、
国
境
警
備
隊

の
予
算
を
削
減
し
た
り
し
た
。
一
方
、
非
合
法
労
働
者
を
雇
っ
た

雇
用
者
に
対
す
る
制
裁
も
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
下
、
非

合
法
移
民
は
急
速
に
増
加
し
て
い
う
た
。
一
九
五
〇
年
代
に
な
っ

て
、
非
合
法
移
民
は
賃
金
水
準
を
低
下
さ
せ
、
ア
メ
リ
カ
人
労
働

者
を
排
除
し
て
い
る
と
い
っ
た
批
判
が
高
ま
る
と
、
政
府
は
一
九

五
四
年
に
「
ウ
ェ
ソ
ト
バ
ッ
ク
計
画
（
O
温
冨
饒
昌

ミ
9
要
鼻
）
」
に
よ
っ
て
多
く
の
メ
キ
シ
コ
人
を
国
外
追
放
し

（
〃
）

た
が
、
冒
ω
は
南
西
部
の
農
家
に
対
し
て
、
非
合
法
労
働
者
の

代
わ
り
に
ブ
ラ
セ
ロ
労
働
者
を
提
供
し
た
。
ブ
ラ
セ
ロ
・
プ
ロ
グ

ラ
ム
は
一
九
六
四
年
に
廃
止
さ
れ
た
が
、
メ
キ
シ
コ
人
労
働
者
と

ア
メ
リ
カ
の
雇
用
者
の
共
生
関
係
は
、
過
去
五
〇
年
以
上
に
わ
た
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（57）　アメリカにおける移民法政策の変遷

る
公
式
・
非
公
式
の
政
策
に
よ
っ
て
す
で
に
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と

な
っ
て
い
た
。
メ
キ
シ
コ
か
ら
の
移
民
は
、
合
法
・
非
合
法
と
も

に
高
い
割
合
と
な
り
、
ブ
ラ
セ
ロ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
廃
止
さ
れ
た

後
も
、
こ
の
パ
タ
ー
ン
は
拡
大
し
、
固
定
化
し
て
い
っ
た
。

　
4
　
一
九
五
二
年
移
民
国
籍
法
の
制
定

　
第
二
次
大
戦
前
後
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
国
内
の
反
移
民
感
情
は
、

微
妙
に
変
化
し
始
め
た
。
一
九
二
〇
年
代
に
は
す
で
に
識
者
の
間

で
は
優
生
学
に
基
づ
く
人
種
差
別
主
義
は
蓑
退
し
て
い
た
。
一
方
、

こ
の
頃
ま
で
に
は
「
新
移
民
」
の
同
化
も
進
ん
で
い
た
。
彼
ら
と

古
く
か
ら
の
ア
メ
リ
カ
人
の
間
の
亀
裂
は
次
第
に
解
消
し
、
そ
の

相
違
は
あ
ま
り
目
立
た
な
く
な
っ
て
い
た
。
労
働
組
合
運
動
が
拡

大
し
た
こ
と
も
こ
れ
に
一
役
買
っ
た
。
「
新
移
民
」
は
ま
だ
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
で
は
あ
り
た
が
、
地
域
で
積
極
的
な
政
治
活
動
も
行
う

よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
一
九
四
〇
壬
五
〇
年
代
の
大
好
況
と
出
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伯
）

率
の
増
加
の
影
響
も
大
き
か
っ
た
。

　
ま
た
、
共
産
主
義
圏
と
の
反
目
と
い
う
国
際
的
な
要
因
も
移
民

に
対
す
る
態
度
に
影
響
を
与
え
た
。
共
産
主
義
の
脅
威
と
い
う
点

で
今
ま
で
以
上
に
外
国
人
の
政
治
的
急
進
者
に
対
す
る
不
信
は
強

く
な
っ
た
が
、
同
時
に
自
由
な
世
界
の
指
導
者
と
し
て
自
由
主
義

の
理
念
に
反
す
る
よ
う
な
移
民
規
制
を
軽
減
し
よ
う
と
い
う
動
き

も
生
じ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
忠
誠
を
確
固

た
る
も
の
に
し
よ
う
と
い
う
動
き
と
、
よ
り
多
く
の
移
民
の
入
国

を
認
め
よ
う
と
い
う
動
き
が
衝
突
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
下
、

一
九
四
〇
年
代
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
動
き
を
反
映
し
た
法
律
が
制
定

さ
れ
た
。
ま
ず
第
二
次
大
戦
中
の
一
九
四
〇
年
に
外
国
人
登
録
法

　
　
　
　
（
仙
）

が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
犯
罪
者
お
よ
ぴ
破
壊
主
義

者
の
入
国
拒
否
お
よ
び
退
去
強
制
が
強
化
さ
れ
、
過
去
の
破
壊
主

義
的
活
動
も
入
国
拒
否
お
よ
び
退
去
強
制
の
理
由
と
さ
れ
た
。
一

方
、
一
九
四
八
年
に
は
流
民
法
（
巨
ω
旦
8
＆
零
冨
o
冨
＞
g
）

　
　
　
（
蝸
）

が
制
定
さ
れ
、
一
九
五
一
年
ま
で
に
四
〇
万
人
以
上
の
難
民
お
よ

び
流
民
の
入
国
が
認
め
ら
れ
た
。

　
戦
後
の
国
際
主
義
や
反
人
種
差
別
主
義
の
風
潮
を
受
け
て
、
出

身
国
別
魯
当
静
度
の
改
正
の
主
張
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

特
に
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
は
一
九
四
七
年
に
割
当
制
度
と
は
別
個

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

に
難
民
の
入
国
を
認
め
る
よ
う
議
会
に
勧
告
し
た
り
、
一
九
五
〇

年
に
は
流
民
法
を
改
正
し
て
要
件
を
緩
和
し
た
り
し
た
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
一
時
的
な
修
正
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
移
民
排
斥
主
義
や

「
一
〇
〇
％
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」
の
伝
統
は
非
常
に
根
強
か
う
た
。

そ
し
て
一
九
五
二
年
、
熱
心
な
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ス
ト
で
移
民
制
限
主
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義
者
の
指
導
者
で
あ
っ
た
マ
ヅ
カ
ラ
ン
（
勺
算
…
き
彗
『
彗
）
上

院
議
員
の
主
導
権
の
下
、
ト
ル
ー
マ
ン
の
拒
否
権
発
動
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
出
身
国
別
割
当
制
度
を
そ
の
ま
ま
残
し
た
移
民
国
籍
法

（
－
昌
昌
ぼ
『
き
冒
曽
α
z
き
昌
φ
＝
ξ
＞
g
二
老
＞
）
が
成
立

（
〃
）

し
た
。
こ
の
法
律
は
そ
れ
ま
で
の
様
々
な
個
別
立
法
を
統
廃
合
し

た
も
の
で
あ
り
、
現
在
で
も
移
民
お
よ
び
国
籍
に
関
す
る
基
本
的

な
法
律
と
な
っ
て
い
る
。
量
＞
は
「
ア
ジ
ア
禁
止
地
域
」
の
廃

止
や
移
民
労
働
者
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
市
民
・
定
住
者
の
近
親
類
に

対
す
る
優
先
制
度
を
定
め
た
り
、
元
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
に
対
す
る
制

限
を
や
や
緩
和
し
た
り
す
る
一
方
、
政
府
の
国
外
追
放
権
限
を
拡

大
し
、
外
国
人
調
査
の
権
限
な
ど
を
強
化
し
た
。

　
一
方
、
…
＞
を
拒
否
し
た
ト
ル
ー
マ
ン
は
、
一
九
五
二
年
に

「
移
民
お
よ
び
帰
化
に
関
す
る
委
員
会
（
O
o
昌
邑
ω
9
昌
昌
－
8
・

昌
釘
『
き
昌
彗
α
z
呉
昌
豊
N
き
昌
）
」
を
設
立
し
た
。
こ
の
委

員
会
は
ト
ル
ー
マ
ン
の
政
権
が
終
了
す
る
少
し
前
に
「
我
々
は
誰

を
歓
迎
す
べ
き
か
（
ミ
ぎ
目
ミ
①
ω
ぎ
＝
ミ
①
一
8
昌
①
）
」
と
い
う

報
告
書
を
作
成
し
、
そ
の
中
で
…
＞
の
出
身
国
別
割
当
制
度
を

批
判
し
、
そ
の
代
替
策
と
し
て
、
国
籍
や
人
種
に
関
係
な
い
五
つ

の
原
則
に
従
っ
て
ピ
ザ
を
配
分
す
る
統
一
的
な
割
当
制
度
を
提
唱

し
た
。
そ
の
五
つ
の
原
則
と
は
、
亡
命
の
権
利
、
家
族
の
再
統
合
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
必
要
性
、
「
自
由
な
世
界
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
）

性
、
そ
し
て
一
般
的
な
移
民
で
あ
る
。

に
お
け
る
必
要

一
一
一
大
量
移
民
の
時
代
：
一
九
六
五
年
∫
現
在

　
1
　
一
九
六
五
年
の
移
民
法
改
正

　
ト
ル
ー
マ
ン
以
来
、
歴
代
の
大
統
領
は
…
＞
を
改
正
し
よ
う

と
し
た
が
、
誰
も
成
功
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
つ
い
に
ジ
ョ
ン
ソ

ン
（
「
着
α
g
｝
こ
o
ぎ
ω
昌
）
が
、
一
九
六
五
年
、
当
時
の
公

民
権
運
動
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
人
権
意
識
の
高
ま
り
を
受
け
て
、

移
民
法
を
改
正
、
出
身
国
別
割
当
制
度
や
ア
ジ
ア
人
に
対
す
る
移

民
制
限
を
廃
止
し
、
代
わ
っ
て
単
純
な
半
球
別
割
当
制
度
を
採
用

　
　
　
　
　
　
（
棚
）

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
東
半
球
に
対
し
て
は
一

国
に
つ
き
；
万
人
と
い
う
上
限
で
、
年
間
一
七
万
人
ま
で
移
民
が

認
め
ら
れ
る
一
方
、
西
半
球
に
対
し
て
は
、
一
九
六
八
年
以
降
、

一
国
あ
た
り
の
制
限
か
し
に
、
年
間
一
律
二
一
万
人
ま
で
の
移
民

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
一
九
七
八
年
に
は
こ
の

よ
う
な
区
別
も
廃
止
さ
れ
、
世
界
一
律
で
年
間
二
九
万
人
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

て
ビ
ザ
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
一
九
六
五
年
の
移
民
法
改
正
で
は
、
「
家
族
の
再
統
合

（
註
昌
ξ
3
彗
；
S
ご
昌
）
」
と
い
う
原
則
が
重
視
さ
れ
、
ア
メ
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リ
カ
市
民
・
定
住
外
国
人
の
親
族
に
対
し
て
優
先
的
に
ビ
ザ
が
発

給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
“
さ
ら
に
直
系
家
族
の
場
合
に
は
割
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

基
準
か
ら
も
除
外
さ
れ
、
ほ
ぼ
目
動
的
に
入
国
が
認
め
ら
れ
た
。

こ
の
優
先
制
度
は
、
連
邦
議
会
で
強
い
支
持
を
得
た
。
な
ぜ
な
ら
、

一
部
の
移
民
制
限
主
義
者
は
、
「
家
族
再
統
合
」
に
よ
っ
て
出
身

国
別
割
当
制
度
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で

あ
る
。
と
い
う
の
は
、
過
去
四
〇
年
も
の
間
入
国
を
制
限
さ
れ
て

き
た
人
種
は
、
出
身
国
別
割
当
制
度
に
よ
う
て
優
遇
さ
れ
て
き
た

人
種
よ
り
も
ア
メ
リ
カ
に
親
類
が
少
な
い
の
で
、
家
族
優
先
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
醐
〕

を
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
一
九
六
五
年
の
移
民
法
改
正
は
移
民
の
増
加
を
意
図
し
た
も
の

で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
以
降
移
民
は
急
増
し
た
。
し
か
も
そ
の

多
く
は
、
一
部
の
移
民
制
限
主
義
者
の
予
想
に
反
し
て
、
ヲ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
馳
）

ン
・
ア
メ
リ
カ
お
よ
ぴ
ア
ジ
ア
か
ら
の
移
民
だ
っ
た
。
ラ
テ
ン
・

ア
メ
リ
カ
か
ら
の
移
民
が
増
加
し
た
の
は
、
こ
の
地
域
か
ら
の
移

民
が
一
九
二
四
年
以
降
の
出
身
国
別
割
当
制
度
か
ら
除
外
さ
れ
て

い
た
た
め
、
す
で
に
ア
メ
リ
カ
国
内
に
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
系
移

民
が
数
多
く
存
在
し
、
彼
ら
が
家
族
優
先
制
度
に
よ
っ
て
、
自
分

達
の
家
族
を
呼
び
寄
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
ア
ジ
ア
系
移
民

も
、
す
で
に
…
＞
の
家
族
優
先
制
度
に
よ
っ
て
入
国
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
刷
）

移
民
が
自
分
た
ち
の
家
族
を
呼
ぴ
寄
せ
た
り
、
ヴ
ユ
ト
ナ
ム
戦
争

と
い
う
予
期
せ
ぬ
出
来
事
に
よ
っ
て
、
一
九
七
〇
年
代
お
よ
び
一

九
八
O
年
代
に
南
東
ア
ジ
ア
か
ら
大
量
の
難
民
が
入
国
を
認
め
ら

れ
た
た
め
に
、
そ
の
数
が
急
増
し
た
。
こ
う
し
て
一
九
六
五
年
以

降
、
移
民
の
多
数
派
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
ラ
テ
ン
．
ア
メ
リ
カ
や

ア
ジ
ア
に
移
行
し
、
一
九
八
O
年
代
に
な
る
と
、
全
移
民
の
八
五

％
以
上
は
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
系
お
よ
び
ア
ジ
ア
系
移
民
と
な

つ
逼
一

　
ナ

　
難
民
の
増
加
も
一
九
六
五
年
以
降
の
移
民
構
成
に
影
響
を
与
え

た
。
一
九
六
五
年
の
移
民
法
で
初
め
て
公
式
に
人
道
上
の
理
由
で
、

年
間
約
一
七
万
人
の
難
民
に
対
し
て
入
国
が
認
め
ら
れ
る
ユ
う
に

な
う
た
。
本
来
な
ら
ぱ
難
民
の
認
定
基
準
は
極
め
て
限
定
的
で
あ

る
か
ら
そ
れ
ほ
ど
数
に
影
響
し
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
キ
ュ
ー

バ
危
機
お
よ
び
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
と
い
う
国
際
的
な
事
件
の
た
め

に
、
難
民
と
認
定
さ
れ
る
人
の
数
は
急
増
し
、
一
九
六
五
年
移
民

法
の
定
め
た
上
限
を
上
回
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
六
五
年
以
降

入
国
が
認
め
ら
れ
る
難
民
が
増
加
し
た
た
め
、
つ
い
に
一
九
八
O

年
に
難
民
法
が
制
定
さ
れ
、
難
民
は
通
常
の
割
当
制
度
と
は
別
個

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

に
入
国
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
一
方
、
一
九
六
五
年
の
移
民
法
改
正
に
よ
っ
て
、
非
合
法
移
民
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も
急
増
し
た
。
そ
れ
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
メ
キ
シ
コ
か
ら
の
労

働
者
の
供
給
を
目
的
と
し
た
「
ブ
ラ
セ
ロ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
が
一

九
六
四
年
に
一
方
的
に
廃
止
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ま
で
制
限

の
な
か
う
た
西
半
球
か
ら
の
移
民
に
新
た
に
上
限
が
設
け
ら
れ
た

か
ら
で
あ
る
。
上
限
枠
に
収
ま
り
き
れ
な
い
労
働
者
は
、
過
去
長

年
に
わ
た
っ
て
続
け
て
き
た
仕
事
に
就
こ
う
と
し
て
、
不
法
入
国

も
辞
さ
な
く
な
ウ
た
。
ま
た
、
憤
行
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
不
法

入
国
は
見
逃
さ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
れ
が
違
法
行
為
で
あ
る
と
い

う
意
識
も
希
薄
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
結
果
的
に
、
上
限
枠
を
設

け
た
こ
と
で
か
え
っ
て
一
九
六
五
年
以
降
、
非
合
法
移
民
が
急
増

（
研
）

し
た
。

　
2
　
一
九
八
○
年
代
以
降
の
移
民
法
改
革

　
こ
う
し
て
一
九
六
五
年
以
降
、
合
法
移
民
だ
け
で
な
く
、
非
合

法
移
民
、
特
に
メ
キ
シ
コ
か
ら
の
移
民
が
急
増
し
た
。
一
九
八
○

年
代
に
な
る
と
、
ア
メ
リ
カ
は
国
境
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
力
を

失
づ
て
い
る
と
い
う
恐
れ
が
世
論
に
蔓
延
し
て
反
移
民
感
情
が
高

ま
り
、
移
民
法
改
革
が
再
び
国
家
的
課
題
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た

状
況
を
受
け
て
、
一
九
八
六
年
に
移
民
改
革
規
制
法
（
－
昌
邑
O
q
冨
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珊
）

ま
目
家
8
『
昌
彗
o
0
9
苛
〇
一
＞
9
一
完
O
＞
）
が
制
定
さ
れ
た
。

寅
O
＞
の
特
徴
は
次
の
三
つ
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
一
九
八
二

年
一
月
一
日
以
前
か
ら
非
合
法
移
民
と
し
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に

滞
在
し
て
い
る
人
に
対
し
て
定
住
申
請
を
認
め
、
彼
ら
を
合
法
化

す
る
。
第
二
に
、
非
合
法
移
民
と
知
り
な
が
ら
そ
の
者
を
雇
っ
た

雇
用
者
を
処
罰
す
る
。
第
三
に
、
「
特
別
農
業
労
働
者
プ
ロ
グ
ラ

ム
（
O
O
O
①
9
邑
＞
O
q
ユ
O
＝
；
＝
『
巴
事
O
『
斥
①
『
ω
O
『
O
①
q
『
與
昌
）
」
に
よ
っ

て
、
少
な
く
と
も
九
〇
日
間
農
業
分
野
で
働
い
た
人
に
対
し
て
は
、

一
時
的
な
定
住
権
を
認
め
、
最
終
的
に
は
帰
化
申
請
を
認
め
る
。

　
雇
用
者
に
対
す
る
処
罰
規
定
は
、
一
九
七
一
年
か
ら
連
邦
議
会

で
提
案
さ
れ
て
い
た
が
、
ニ
ク
ソ
ン
や
フ
ォ
ー
ド
の
熟
心
な
支
持

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
南
西
部
の
農
家
の
利
益
を
代
表
す
る
議
員
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

反
対
に
よ
う
て
却
下
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
雇
用
者
処
罰
の
反

対
派
が
、
雇
用
者
に
労
働
者
の
提
出
す
る
書
類
の
信
愚
性
を
確
認

す
る
義
務
を
課
さ
な
い
と
い
う
妥
協
に
応
じ
た
こ
と
や
、
「
特
別

農
業
労
働
者
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
い
う
妥
協
案
で
改
正
賛
成
派
・
反

対
派
双
方
が
合
意
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
夷
O
＞
で
承

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
雇
用
者
処
罰
規
定
は
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
効
果

が
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
毫
O
＞
は
雇
用
者
に
対
し
て
、
労

働
者
か
ら
書
類
を
受
け
取
り
、
そ
れ
を
確
認
し
た
こ
と
を
さ
ら
に
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書
類
に
し
て
提
出
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
た
が
、
雇
用
者
は

こ
の
書
類
を
提
出
す
れ
ぱ
そ
の
労
働
者
が
非
合
法
移
民
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
証
明
に
な
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
雇
用
者
に
課
せ
ら
れ
た
罰
金
が
比
較
的
低
額
だ
っ
た
こ
と

も
あ
っ
て
、
雇
用
者
に
対
す
る
有
効
な
処
罰
規
定
と
な
り
得
な
か

っ
た
。
一
方
、
非
合
法
移
民
の
合
法
化
政
策
に
よ
っ
て
、
約
三
〇

〇
万
人
が
毫
o
＞
の
二
つ
の
合
法
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
申
請
し
、

そ
の
う
ち
約
一
七
〇
万
人
の
申
請
者
が
一
般
的
な
合
法
化
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
要
件
を
充
た
し
た
。
残
り
の
二
二
〇
万
人
は
「
特
別
農
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

労
働
者
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
通
じ
て
合
法
化
を
申
請
し
た
が
、
こ
の

「
合
法
化
」
規
定
自
体
が
新
た
な
不
法
移
民
を
呼
び
寄
せ
る
結
果

　
　
　
（
㎝
）

に
も
な
っ
た
。
ま
た
「
特
別
農
業
労
働
者
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
よ
ウ

て
移
民
労
働
者
は
さ
ら
に
増
加
し
た
た
め
、
結
局
、
一
九
八
六
年

法
は
移
民
の
流
れ
に
は
ほ
と
ん
ど
影
響
し
な
か
っ
た
。

　
さ
ら
に
一
九
九
〇
年
に
は
、
不
法
移
民
問
題
と
は
別
に
、
ポ
ス

ト
エ
業
化
社
会
へ
の
変
化
を
受
け
て
、
専
門
的
技
能
を
有
す
る
移

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

民
の
増
加
を
狙
っ
た
移
民
法
改
正
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
改
正
に
よ

っ
て
、
年
間
総
移
民
数
が
七
〇
万
人
に
増
加
さ
れ
る
と
と
も
に
、

そ
の
う
ち
一
四
万
人
を
特
に
高
度
な
技
能
や
職
能
を
有
す
る
移
民

に
割
り
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
「
分
散
化
シ
ス
テ

ム
（
昌
き
邑
q
ω
壱
8
昌
）
」
に
よ
っ
て
、
過
去
移
民
が
少
な
か

っ
た
国
に
優
先
的
に
ビ
ザ
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
他
方
、

一
九
九
〇
年
の
移
民
法
改
正
の
主
眼
は
経
済
問
題
で
あ
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
．
「
家
族
の
再
統
合
」
は
そ
の
ま
ま
中
心
に
据
え
ら

れ
、
家
族
関
係
の
移
民
に
対
し
て
は
四
六
万
五
〇
〇
〇
（
一
九
九

五
年
以
降
は
四
八
万
）
の
ビ
ザ
が
発
給
さ
れ
、
そ
の
中
で
も
直
系

家
族
が
最
優
先
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
家
族
に
も
最
小
限
二
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
“
）

万
六
〇
〇
〇
の
ビ
ザ
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

お
わ
り
に

　
ア
メ
リ
カ
の
移
民
政
策
は
様
々
な
対
立
関
係
を
内
包
し
て
い
る

た
め
、
そ
の
意
図
と
は
全
く
異
な
る
効
果
が
生
じ
る
場
合
が
多
い
。

こ
れ
は
特
に
、
一
九
六
五
年
以
降
の
移
民
政
策
に
つ
い
て
当
て
は

ま
る
。

　
ま
ず
第
一
に
、
移
民
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
雇
用
者
と
労
働
者

の
利
書
が
対
立
し
て
い
る
た
め
、
移
民
政
策
が
想
定
さ
れ
た
経
済

的
な
効
果
を
上
げ
る
の
が
非
常
に
困
難
に
な
っ
て
い
る
。
も
と
も

と
移
民
が
経
済
的
必
要
性
か
ら
奨
励
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ

の
対
立
は
一
九
世
紀
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
。
当
時
の
雇
用
者

は
、
工
業
化
に
伴
い
多
く
の
安
価
な
移
民
労
働
者
を
必
要
と
し
て
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い
た
。
一
方
、
国
内
の
労
働
者
は
、
こ
れ
ら
の
安
価
な
移
民
労
働

者
が
労
働
条
件
を
悪
化
さ
せ
て
い
る
と
し
て
こ
れ
に
反
対
し
た
。

一
八
八
五
年
に
、
連
邦
議
会
は
ヨ
ー
ロ
ソ
バ
か
ら
の
移
民
を
削
減

せ
よ
と
い
う
労
働
組
合
の
要
求
に
対
応
し
て
、
「
反
外
国
人
労
働

契
約
法
」
を
制
定
し
た
。
こ
の
法
律
は
、
困
窮
し
た
移
民
労
働
者

と
彼
ら
を
招
い
て
い
る
〃
貧
欲
な
資
本
家
”
に
対
抗
す
る
も
の
で

あ
る
と
大
々
的
に
評
さ
れ
た
が
、
実
際
に
は
移
民
の
”
黄
金
の
流

れ
”
を
妨
げ
な
い
よ
う
巧
妙
に
制
定
さ
れ
て
い
た
の
で
、
実
業
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

は
む
し
ろ
こ
れ
を
賞
賛
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
人

労
働
者
を
な
だ
め
る
一
方
で
移
民
労
働
力
の
供
給
は
妨
げ
な
い
と

い
う
政
策
の
パ
タ
ー
ン
は
、
一
〇
〇
年
後
の
舅
O
＞
の
雇
用
者

処
罰
規
定
に
お
い
て
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
連
邦
議
会
は
、
非

合
法
移
畏
を
規
制
す
る
よ
う
圧
力
を
受
け
つ
つ
も
、
雇
用
者
の
反

感
を
買
い
た
く
な
い
た
め
、
実
質
的
に
は
ほ
と
ん
ど
効
果
を
持
た

な
い
手
段
を
ま
た
も
や
用
い
て
い
る
。

　
移
民
労
働
者
が
ア
メ
リ
カ
経
済
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
も
、

意
見
は
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
移
民
制
限
を
主
張
す
る
人
々
は
、

移
民
労
働
者
が
ア
メ
リ
カ
人
労
働
者
の
雇
用
機
会
を
奪
う
と
と
も

に
、
賃
金
や
労
働
時
間
な
ど
の
労
働
条
件
を
悪
化
さ
せ
て
い
る
と

主
張
し
て
い
る
。
他
方
、
移
民
制
限
に
反
対
す
る
人
々
は
、
移
民

労
働
者
が
従
事
す
る
職
業
は
、
肉
体
労
働
や
清
掃
業
な
ど
、
ア
メ

リ
カ
人
が
や
ろ
う
と
し
な
い
未
熟
練
・
低
賃
金
労
働
で
あ
り
、
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㏄
）

ら
が
ア
メ
リ
カ
経
済
を
支
ポ
て
い
る
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
移
民
、
特
に
非
合
法
移
民
に
関
す
る
財
政
負
担
も
、
連

邦
・
州
の
各
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
深
刻
な
対
立
を
惹
起
し
て
い
る
。

非
合
法
移
民
は
、
通
常
、
国
境
に
近
い
州
に
集
中
す
る
の
で
、
一

部
の
州
だ
け
が
、
不
法
移
民
の
も
た
ら
す
コ
ス
ト
を
負
担
す
る
こ

と
に
な
る
。
実
際
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
と
フ
ロ
リ
ダ
州
は
、
連

邦
政
府
に
対
し
て
、
こ
の
不
法
移
民
の
コ
ス
ト
の
償
還
を
求
め
る

訴
訟
を
提
起
し
た
が
、
ど
ち
ら
も
「
政
治
的
問
題
」
で
あ
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎝
）

う
理
由
で
却
下
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
な
「
提
案
一

八
七
」
も
こ
の
よ
う
な
苛
立
ち
の
表
れ
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
さ
ら
に
移
民
問
題
に
は
、
ア
メ
リ
カ
に
根
強
い
人
種
差
別
感
情

と
、
独
立
以
来
の
理
念
で
あ
る
人
権
・
平
等
を
掲
げ
る
自
曲
主
義

と
の
対
立
関
係
が
含
ま
れ
て
い
る
。
孤
立
主
義
を
と
っ
て
い
た
一

九
世
紀
や
世
界
大
戦
と
い
う
国
家
の
危
機
的
状
況
に
お
い
て
は
、

人
種
差
別
感
情
に
基
づ
き
出
身
国
別
割
当
制
度
な
ど
を
実
施
し
て

い
て
も
そ
れ
ほ
ど
抵
抗
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
第
二
次

大
戦
以
降
、
国
際
的
な
人
権
保
障
の
気
運
が
高
ま
づ
て
い
る
中
、

自
由
主
義
世
界
の
リ
ー
ダ
ー
を
自
認
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
に
と
っ

ω



（63）　アメリカにおける移民法政策の変遷

て
、
も
は
や
こ
の
よ
う
な
制
度
は
到
底
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
ま
た
、
経
済
的
に
困
窮
し
、
政
治
的
に
迫
害
さ
れ
て
い

る
人
々
の
入
国
を
規
制
す
る
こ
と
は
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基
本
的
な
人
権
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と
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る
。
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〇
％
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さ
れ
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。
二
一
世
紀
に
は
全
米
の
白
人
が
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

数
派
に
な
る
と
も
い
わ
れ
て
お
り
、
近
年
活
発
に
な
っ
て
い
る

「
英
語
公
用
化
」
運
動
も
、
ア
メ
リ
カ
に
同
化
し
な
い
と
患
わ
れ

る
移
民
の
増
加
に
対
す
る
恐
れ
を
反
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。

　
以
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問
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得
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。
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さ
れ
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さ
れ
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よ
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あ
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メ
リ
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さ
れ
た

　
人
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の
安
息
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で
あ
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と
い
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昔
か
ら
の
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。
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掲
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。
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グ
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ユ
o
q
o
日
μ
　
』
「
一
き
｝
蜆
　
ぎ
§
清
§
ま
o
s
　
s
s
～

　
き
ミ
ざ
き
ミ
ε
一
ぎ
ω
ヨ
；
＞
2
0
元
姜
U
O
畠
～
一
⊂
1
ω
」
竃
…
O
宛
キ

　
ヨ
o
呂
　
勺
o
＝
o
く
　
＞
2
0
　
↓
雷
　
＞
…
男
－
睾
2
　
向
8
2
0
；
く
　
p
　
；

　
（
＜
①
；
昌
≦
零
厨
o
目
蜆
一
青
俸
ω
F
o
昌
彗
ζ
8
『
9
冨
震
）
．

（
駆
）
　
－
－
－
O
0
2
0
1
宛
両
ρ
N
ポ
一
蜆
o
o
（
－
o
o
蜆
）
．

（
5
3
）
⊥
九
六
〇
年
ま
で
ア
ジ
ア
か
ら
の
移
民
の
割
合
は
一
〇
％
に
満

　
た
な
か
っ
た
が
、
二
九
六
一
；
七
〇
年
に
は
二
二
％
、
さ
ら
に
一
九

七
〇
－
八
O
年
に
は
三
六
％
近
く
に
も
上
昇
し
た
。
ま
た
、
中
南
米

　
か
ら
の
移
民
の
割
合
も
一
九
六
〇
年
以
降
、
四
〇
％
に
上
昇
し
、
そ

　
の
後
も
そ
の
数
は
増
加
し
て
い
る
。
古
矢
旬
「
変
容
す
る
『
移
民
国
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家
』
」
五
十
嵐
武
士
・
古
矢
旬
・
松
本
礼
二
編
『
ア
メ
リ
カ
の
社
会

　
と
政
治
』
九
八
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
）
。

（
5
4
）
　
た
と
え
ぱ
日
本
人
の
場
合
、
…
＞
の
割
当
に
よ
れ
ぱ
、
年
間

　
一
八
五
人
の
移
民
し
か
認
め
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
回
し
か
し
実

。
際
に
は
、
一
九
五
二
年
・
か
ら
一
九
六
四
年
の
間
に
約
六
万
人
、
一
年

　
あ
た
り
五
〇
〇
〇
人
以
上
の
日
本
人
が
入
国
を
認
め
ら
れ
て
お
り
、

　
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
家
族
優
先
制
度
を
利
用
し
た
、
ア
メ
リ
カ
市
民
の

　
配
偶
者
や
子
ど
も
と
い
っ
た
非
割
当
移
民
で
あ
っ
た
。
カ
o
鷺
富

　
U
彗
邑
9
0
旨
§
的
s
ぎ
ぎ
§
｛
～
§
き
s
卜
8
s
§
巨
き
－
§
ω
ミ
｛
曽

　
O
O
呂
↓
向
；
、
O
宛
＞
元
く
　
－
≡
…
δ
葭
＞
ヨ
O
z
　
＞
Z
O
　
＞
重
同
宙
δ
＞
室
　
ω
O
o
冒
↓
く

　
－
箪
ミ
O
－
ミ
ー
（
0
8
長
O
向
1
，
O
§
警
団
O
旦
－
冨
畠
）
．

（
5
5
）
　
古
矢
・
前
掲
注
（
五
三
）
九
八
－
九
九
頁
。

（
5
6
）
　
カ
9
品
霊
＞
o
戸
勺
＝
σ
．
－
．
Z
ρ
畠
－
N
鼻
漫
望
竿
昌
一

　
（
－
竃
O
）
1
　
　
　
　
　
1

（
5
7
）
非
合
法
移
民
の
正
確
な
数
の
把
握
は
困
難
で
あ
る
が
、
一
九
九

　
二
年
現
在
、
推
定
で
三
三
七
万
人
、
そ
の
う
ち
二
二
二
万
人
が
メ
キ

　
シ
コ
人
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
非
合
法
移
民
が
居
住
す
る

　
州
は
、
カ
リ
フ
ォ
．
ル
ニ
ア
州
が
一
四
四
万
人
と
最
も
多
い
。
明
石
紀

　
雄
・
飯
野
正
子
『
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ア
メ
リ
カ
（
新
版
）
』
二
三
五
頁

　
（
有
斐
閣
、
一
九
九
七
年
）
。

（
5
8
）
　
－
日
口
目
己
O
O
H
印
巨
O
自
宛
o
『
O
『
ヨ
画
ヨ
α
O
O
コ
↓
『
〇
一
＞
o
戸
勺
E
9
「
－

　
8
－
8
ω
二
8
ω
訂
一
．
曽
語
（
－
竃
①
）
1
　
　
．

z
o
1

（
5
9
）
　
O
凹
－
凹
く
罧
P
｝
§
§
目
O
片
①
N
蜆
一
〇
片
o
蜆
1
①
①
．

（
6
0
）
　
§
．
9
3
1
竃
1

（
6
1
）
　
ミ
．
竺
撃

（
6
2
）
　
古
矢
・
前
掲
注
（
五
三
）
一
〇
八
頁
。

（
6
3
）
　
－
昌
昌
釘
冨
饒
昌
＞
9
o
｛
ε
8
一
勺
E
g
r
Z
ρ
昌
〒
①
お
二
冒

　
ω
訂
↓
－
｛
㊤
↓
o
〇
一

（
6
4
）
　
高
橋
ペ
ン
潔
士
『
O
俸
＞
ア
メ
リ
カ
ピ
ザ
・
移
民
・
帰
化
手
続

　
［
新
訂
］
』
四
－
五
頁
（
日
本
加
除
出
版
、
一
九
九
三
年
）
。

（
肪
）
　
O
巴
印
く
岸
P
吻
ミ
も
§
コ
O
后
N
蜆
一
印
一
↓
ド

（
6
6
）
　
古
矢
・
前
掲
注
（
五
三
）
一
〇
三
頁
。

（
6
7
）
　
Z
o
貝
§
“
さ
ミ
＆
■
o
§
§
ぎ
婁
一
ミ
ー
§
－
ぎ
§
雪
ぎ
s

　
§
民
“
ぎ
ト
ぎ
ま
呉
さ
§
o
ざ
－
ぎ
昏
§
茅
ミ
旨
o
o
葭
＞
睾
1
r

　
カ
睾
」
窪
ω
」
寒
㌣
；
室
（
－
㊤
8
）
－

（
6
8
）
　
朝
日
新
闘
一
九
九
五
年
六
月
二
日
朝
刊
。

（
一
橋
大
学
助
手
）
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